
 政治活動には、事務所運営、⼈件費、政策ビラを印刷するな
ど様々な費⽤が必要です。これらの資⾦は政治資⾦規正法に基
づき、「⼊り」と「出」をはっきりとさせ、皆様への説明責任
を果たさせようとしています。
 私は、政党交付⾦や⾃⼰資⾦などを原資として⼯⾯し、⼀年
間に政治活動として使った領収書を添付し、報告しています。
「⼊り」がどこからか、「出」がどこに何で⽀払われたのかし
っかりと説明できます。おかしなことに使いようがありませ
ん。

 本来のこの流れの中に、今回の⾃⺠党の裏⾦が⼊ってきたら
どうなるか。
 裏⾦とは政治資⾦収⽀報告にキチンと記載されていない国⺠
に隠されたお⾦のことですが仮に、政治活動に１年間に300万
円のお⾦が必要として、その分が横から裏⾦として⼊ってきた
ら、今まで原資として⾃分で⼯⾯してきたお⾦(この例の場合
は300万円)は、⼿元に残ったままではないでしょうか。
 20年近く前から存在したとされる「裏⾦」。総額いくらが、
どこから⼊り、どこに出たのか。また、それを全体的に俯瞰し
た時に、誰かが有利になるように政策を歪められてはいない
か。何が起こっていたのか。こうした疑問に対して真正⾯から
⼗分に説明はなされていません。

 更に、正規の政治資⾦は⾮課税ですが、⼿元に残った裏⾦は
全く個⼈の所得となり、所得税が課されるべき位置づけです。
しかし今回の⼀連の裏⾦問題で、所得税の追徴を受けた国会議
員の話は聞いたことがありません。ここが脱税と⾔われる⼤元
です。

 領収書が添付され、何もやましいことに使っていない、とい
う説明がなされても、本当の意味で、今回の裏⾦疑惑の全容に
対する説明にはなっていないのです。 

 本来、お⾦の⼒で政治が歪められないように定められた政治
資⾦規正法。その仕組みを巧妙に逃れ、裏⾦の運⽤を許してき
た⾃⺠党。当たり前であるはずの、国⺠の皆様に信頼の頂ける
政治に戻すためには、政権交代しかありません。
私が必ず今の政治を変えます。そして 国⺠の皆様と真正⾯か
ら向き合う政治を実現します。

 そのために、私はあなたの声になる
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